
 

 

 

 

いじめはどの子供にも、どの学級でも起きているという心構えで 

    ～自分だけでなく他の人のことも大切にしよう～ 

                                              

校長 大沼 公子 

 

学校は、子供一人一人の個性を大切にしながら、協働する体験を通して社会で活躍

できる力を育む場です。多様な思いや考えをもつ子供たちは、学校生活の中で自分の

思いを主張したり、友達の意見を受け入れたりしながら人間関係の構築を学んでいま

す。その中で、ふとしたことから行き過ぎた暴言、暴力、陰口、ネット上でのトラブ

ルは発生し、相手が苦痛と感じれば、それはいじめと認知されます。国が定めるいじ

めの定義は、「対象となった等が心身の苦痛を感じているもの」と明記されていま

す。いじめは、一人一人の人権を侵害する行為であり、いじめを受けた人の心はすぐ

に癒えませんし、苦しい思いをもち続けてしまうこともありますので、日常的な指

導、また、児童からの訴えに対応して

います。  

先日文部科学省が発表した「令和 6

年度児童生徒の問題行動・不登校等生

徒指導上の諸課題に関する調査」の結果、小・中・高・特別支援学校におけるいじめ

の認知件数 76 万 9022 件（前年度 73 万 2568 件）と大変多い数字となっています。こ

れは、日常起こりうる人間関係のトラブルをいじめとして幅広くとらえているという

ことです。このような数字からも「いじめはどの子供にも、どの学級でも起きてい

る」という認識のもと、いじめの未然防止・早期発見・早期対応に全校で取り組んで

まいります。 

埼玉県では、毎年１１月を「いじめ撲滅協調月間」と定め、戸田市も同様の取組を

行っています。本校においても、先日、児童集会では児童の取組として、「いじめ防

止に関するポスターや動画をつくろう」、「『ぽかぽかツリー』に友達の良いところ

を書いて、すてきな木にしていこう」という活動をしていくことになりました。これ

らの取組を通して、いじめはいけないという意識、友だちの良いところを見つけるこ

とで他者理解をし、自分だけでなく他の人のことも大切にしようという意識が育って

ほしいと願っています。また、ご家庭と学校での連携により、ともに指導・見守りを

していくことが重要になってきます。まずは、お子さんの様子で気になることは、学

校へご相談ください。学校からもお子さんのことで気になることはご連絡をさせてい

ただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

引き続き、子供たちにとって安心・安全な学校となりますよう、家庭・地域・学校

で芦原っ子を育てていきましょう。 
      

  

戸田市立芦原小学校 

TEL ４２０－２２２６ 

児童数６６６名  男子３３１名  女子３３５名  ★ぜひFacebookご覧ください⇒ 

パートナーシップでつくる地域の学校 

 

☆児童一人一人の可能性を  最大限にひきだしのばす学校☆ 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ いじめ撲滅強調月間について 

いじめられた子供には心身に深刻な被害が生じることがあります。いじめは重大な人権侵害であり、決

して許されることではありません。埼玉県では、１１月を「いじめ撲滅強調月間」と定め、いじめ問題

の根絶に取り組んでいます。いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりしたら一人で悩まず相談・

通報してください。 

 
○ 彩の国 よりそうみんなの電話・メール教育相談（埼玉県立総合教育センター 毎日２４時間） 

 １８歳以下の子供用（無料）＃７３００(なやみゼロゼロ)  

            又は ０１２０－８６－３１９２(ハローさいのくに) 

 保護者用  ０４８－５５６－０８７４(こころおはなし)  

 Ｅメール相談soudan@spec.ed.jp 

 ※Ｅメール相談の受信確認及び返信は、平日の９時から17 時の時間帯に行っています。 

○ いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会） 

  https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html 

 ※この窓口は「いじめ」についての情報提供を受けることが目的であり、相談に対する 

返信は行いません。 

 ※通報された情報は学校に提供します。学校はあなたが送信したことがわからないように調査 

・対応します。 

○ 埼玉県警察少年サポートセンター（月～金／祝日・年末年始を除く８時３０分～１６時１５分） 

   ０４８－８６１－１１５２「少年用・ヤングテレホンコーナー」 

   ０４８－８６５－４１５２「保護者等用」※面接相談は要予約 

○ 子どもスマイルネット（毎日／祝日・年末年始を除く １０時３０分～１８時） 

  ０４８－８２２－７００７ 

○ 社会福祉法人 埼玉いのちの電話（毎日２４時間） 

  ０４８－６４５－４３４３ 

○ 特定非営利活動法人 さいたまチャイルドライン（毎日１６時～２１時） 

  １８歳以下の子供専用（無料）０１２０－９９－７７７７ 

  オンラインチャット https://childline.or.jp/ 

○ こころの健康相談統一ダイヤル（平日・休日ともに24 時間対応） 

  0570－064－556（おこなおう、まもろうよ、こころ） 

○ 埼玉県こころの電話（埼玉県立精神保健福祉センター） 

 （平日／土・日・祝日・年末年始を除く ９時～１７時） 

  ０４８－７２３－１４４７ 

○ 埼玉県SNS 相談 こころのサポート＠埼玉 

  （毎日１９時～２３時・受付は終了３０分前まで） 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/suicide/sns.html 

○ 子どもの人権１１０番 （さいたま地方法務局） 

 （平日／祝日・年末年始を除く ８時３０分～１７時１５分） 

 （無料）０１２０－００７－１１０ 

○ 子どもの人権ＳＯＳ－ｅメール 

  https://www.jinken.go.jp/kodomo      埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」 

◆ 開校記念日と県民の日について 
１１月 1日（土）は、芦原小学校の２１回目の開校記念日です。今年度は音楽会の日となります。 

また、１１月１４日（金）は、埼玉「県民の日」です。明治４年の廃藩置県により、全ての藩が「府」

及び「県」に名称変更され、この年の１１月１４日に「埼玉県」と「入間県」が誕生しました。この

年から数えて１００年目にあたる昭和４６年に、１１月１４日を「県民の日」とすることが条例によ

って定められました。この日は県内各地で郷土埼玉の多彩な魅力を感じられるようなイベントが行

われます。当日学校は、学校閉庁日となります。 

両日とも、子供たちの安全な家庭での過ごし方に御配慮ください。 

https://childline.or.jp/
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/suicide/sns.html
https://www.jinken.go.jp/kodomo

